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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弁アセンブリ（１０）のドロップアウトを保証する方法であって、
　コントローラ（１４）からの信号を弁アセンブリで受信するステップと、
　コントローラからの信号のレベルを検出するステップと、
　コントローラからの信号のレベルに依存して、
　信号のレベルが所定値よりも高いときに、コントローラからの信号の少なくとも一部を
弁アセンブリのソレノイドコイル（２２）へ迂回させるステップと、
　信号のレベルが所定値よりも低いときに、コントローラからの信号の少なくとも一部を
負荷（２４）へ迂回させるステップと、を含む方法。
【請求項２】
　所定値が約１０ボルトである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　所定値が５から１０ボルトの間である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　信号のレベルが所定値よりも高いときに、コントローラからの信号の少なくとも一部を
負荷から離れる方へ迂回させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　信号のレベルが所定値よりも高いときに、コントローラからの信号の全てを負荷から離
れる方へ迂回させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　信号のレベルが所定値よりも高いときに、コントローラからの信号を負荷から離れる方
へ迂回させ、これによってコントローラが弁アセンブリを作動させるときの電力の無駄を
最小化するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　信号のレベルが所定値よりも低いときに、コントローラからの信号の少なくとも一部を
コイルから離れる方へ迂回させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　信号のレベルが所定値よりも低いときに、コントローラからの信号の全てをコイルから
離れる方へ迂回させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　信号のレベルが所定値よりも低いときにコントローラからの信号の全てをコイルから離
れる方へ迂回させ、これによって、コントローラからの信号のレベルが所定値より低いこ
とに反応してコイルが完全に電力遮断されることを保証し、その一方で信号の電流を弁ア
センブリに流し、これによってコントローラに、コントローラと弁アセンブリとの間の配
線完全性を監視させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　弁アセンブリを作動させるために、所定値を超える高レベルで弁アセンブリにコントロ
ーラからの信号を送り、弁アセンブリを通常状態に戻すために、所定値を下回る低レベル
で弁アセンブリにコントローラからの信号を送るステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１１】
　弁アセンブリ（１０）のドロップアウトを保証するシステムであって、
　プロセス制御弁（１８）と、
　コントローラ（１４）からの作動信号を受信すると制御弁を選択的に作動するように構
成されたソレノイドコイル（２２）と、
　コントローラからの配線完全性信号を受けるための負荷（２４）と、
　コントローラからの制御信号を監視して、コントローラからの制御信号がソレノイドコ
イルに迂回される作動信号または負荷に迂回される配線完全性信号を構成するか否かをコ
ントローラからの信号のレベルに依存して判断するレベル検出器（２０）と、を含むシス
テム。
【請求項１２】
　レベル検出器がさらに、作動信号をソレノイドコイルに向かって迂回させるように構成
されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　レベル検出器がさらに、作動信号を負荷から離れる方へ迂回させるように構成されてい
る、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　レベル検出器がさらに、配線完全性信号を負荷に向かって迂回させるように構成されて
いる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　レベル検出器がさらに、配線完全性信号をコイルから離れる方へ迂回させるように構成
されている、請求項１１に記載のシステム。
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